
■
日
本
の
進
路
を
左
右
す
る
参
院
選

　
参
院
選
の
真
っ
最
中
で
す
。
争
点
の
一
つ
は
、
憲
法
で
す
。

い
ま
、
衆
院
は
改
憲
派
の
自
民
、
維
新
、
み
ん
な
の
党
が
８
割

近
く
の
議
席
。
参
院
で
も
改
憲
派
が
３
分
の
２
以
上
を
得
れ
ば
、

憲
法
改
定
は
一
気
に
現
実
味
を
帯
び
ま
す
。
参
院
選
は
、
日
本

の
将
来
を
左
右
す
る
重
要
な
選
挙
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

■
「
立
憲
主
義
」
の
否
定

　
　
権
力
を
縛
る
憲
法
か
ら
国
民
を
縛
る
憲
法
に

　
憲
法
を
選
挙
の
争
点
に
押
し
出
し
た
の
は
、
昨
年
、
改
憲
草

案
を
公
表
し
た
自
民
党
。
自
民
の
改
憲
草
案
の
特
徴
の
一
つ
は
、

「
立
憲
主
義
」
の
否
定
で
す
。
そ
も
そ
も
近
代
憲
法
は
、
権
力

の
暴
走
を
防
ぐ
の
が
目
的
。
だ
か
ら
国
民
の
側
が
国
家
に
義
務

を
課
す
も
の
で
、
国
民
に
義
務
を
課
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
自
民
の
改
憲
草
案
で
は
逆
に
国
家
権
力
が
主
体
と

な
り
、
国
民
へ
の
義
務
が
大
量
に
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
「
基
本
的
人
権
」
の
否
定

　
　
「
公
益
及
び
公
の
利
益
」
を
口
実
に

　
自
民
の
改
憲
草
案
の
二
つ
目
の
特
徴
は
、
個
人
の
尊
重
の

否
定
と
基
本
的
人
権
の
抑
圧
。
戦
後
の
憲
法
は
、
す
べ
て
の

個
人
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
高
ら
か
に
謳
い
ま
し
た
。
し
か
し
改
憲
草
案
は
、
家

や
国
家
を
個
人
の
上
に
置
き
、
個
人
は
再
び
日
陰
の
存
在
に

置
か
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
表
現
の
自
由
、
集
会
や
結
社
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今こそ憲法を守ろう、活かそうの声を

の
自
由
な
ど
も
、
時
の
権
力
者
が
「
公
益
」
と
み
な
し
た
も

の
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
で
許
さ
れ
る
と
、
大
き
く
制
限
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

■
「
平
和
主
義
」
の
否
定

   

　
再
び
戦
争
が
で
き
る
国
へ

　
三
つ
目
に
、
「
平
和
主
義
」
の
否
定
。
草
案
は
、
戦
力
の
不

保
持
・
交
戦
権
の
否
認
を
謳
っ
た
憲
法
９
条
の
２
項
を
変
え
て

国
防
軍
を
保
持
、
国
防
軍
に
関
わ
る
問
題
は
軍
内
の
「
審
判
所
」

＝
軍
事
法
廷
で
裁
く
と
し
て
い
ま
す
。
自
民
党
な
ど
に
よ
る
米

軍
と
軍
事
行
動
を
と
も
に
す
る
集
団
的
自
衛
権
の
容
認
、
海
兵

隊
の
創
設
、
敵
基
地
の
先
制
攻
撃
論
、
核
武
装
オ
プ
シ
ョ
ン
の

議
論
な
ど
結
び
つ
け
ば
、
国
民
の
目
と
耳
を
ふ
さ
い
だ
ま
ま
、

再
び
戦
争
が
で
き
る
国
家
へ
と
突
き
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

■
改
憲
の
ハ
ー
ド
ル
下
げ
る
９
６
条

改
定
を
許
さ
な
い

　
自
民
、
維
新
、
み
ん
な
の
党
は
、
憲
法
９
６
条
を
変
え
て
改

憲
要
件
を
国
会
議
員
の
３
分
の
２
の
賛
成
か
ら
半
分
の
賛
成
に

す
べ
き
と
主
張
。
し
か
し
改
憲
要
件
が
厳
し
い
の
は
諸
外
国
も

同
じ
。
理
由
は
、
憲
法
に
書
か
れ
た
個
人
の
尊
重
や
基
本
的
人

権
な
ど
普
遍
的
価
値
は
、
時
の
政
権
の

都
合
に
よ
っ
て
簡
単
に
変
え
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
と
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
９
６
条
、
そ
し
て
９
条
改
憲
反
対
の

声
を
、
と
も
に
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

「平和主義」「国民主権」を否定する改憲は許さない


